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次世代ネットワーク時代における
EUのユニバーサルサービスと
国家援助
 WIK Consult GmbH シニアコンサルタント
コロンビア大学通信情報研究所（CITI）上級研究員

ケネス R. カーター
本論文では、日本の読者を対象として、次世代ネットワーク（NGN）を踏まえた
EUのユニバーサルサービス・ポリシー、国家援助規則への近年の取り組みを説明する。
ユニバーサルサービス・ポリシーは、居住地域や所得水準、その他のサービス利用上の不利な条件にかかわらず、
社会に属するすべての人々が通信ネットワークへの最低限のアクセスを
公平かつ妥当な料金で利用できることを目指すものである。
いろいろな国々が、通信ネットワークに対するユニバーサルサービス・ポリシーを推進しているが、
これは、経済全体の成長という観点における便益が、
ポリシー適用による経済的非効率性を上回ると見られるためである。
現在、通信ネットワークがマルチサービスのNGNに移行しつつある中で、
ユニバーサルサービス・ポリシーを実現する上での問題が浮上している。
これまでのユニバーサルサービス・ポリシーは、伝統的な音声電気通信ネットワークに適用されてきた。
しかし現在、先進諸国は、伝統的な音声電気通信ネットワークの重要性が低下していることや
NGNの導入が拡大していることを踏まえ、ブロードバンドネットワークへの
ユニバーサルサービス･ポリシーの適用の可否とその方策について検討し始めている。
EUでは現在、NGNを踏まえたユニバーサルサービスに必要な資金額や
適切な政府の役割などについての問題解決に向けた取り組みを進めている。
国による支援を律する規則では、特定の企業や特定の商品によって競争をゆがめたり、
競争をゆがめる恐れのある支援の仕方を禁じている。
国家援助の中には、特定の条件の下での、企業の国有化も含まれる。
EUでは、国家援助は共通の利益を向上させることができるとともに、
市場の失敗を補うことができるものと考えられている。
他方、国家援助は民間投資を阻害しかねない側面も持っている。
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　I. はじめに

　ユニバーサルサービスは、世界各国の電気通信政策
に必ず盛り込まれている政策である。この政策は、居
住地域や所得水準、その他のサービス利用上の不利な
条件にかかわらず、社会に属するすべての人々が通信
ネットワークへの最低限のアクセスを公平かつ妥当な
料金で利用できることを目指すものである。ユニバー
サルサービスの概念は19世紀半ばにイギリスの郵便制
度から生まれた。この用語は1908年、当時のベル・シ
ステム社長であったセオドア・ヴェイルによって作り
出され、初めて通信ネットワークに適用された。　
　現在、通信ネットワークがマルチサービスの次世代
ネットワーク（NGN）に移行しつつある中で、ユニバー
サルサービス・ポリシーを実現する上での問題が浮上
している。「ブロードバンド」に対してどのようにユ
ニバーサルサービスを適用するかという全般的な問題
は、政策面において今後ますます注目を集めていくと

予測される。各国がすべての国民へのブロードバンド
アクセスの提供を支援し、これを推進する取り組みを
進めている中、NGNのユニバーサルサービスを実現す
るための財源確保において政府が果たすべき役割は何
かという問題が生まれている。
　本論文は、日本の読者を対象として、EUにおける
ユニバーサルサービス・ポリシー、国家援助規則、近
年の取り組みを説明することを目的としている。

　II. ユニバーサルサービスの目的と手法

A. ユニバーサルサービスとは
　電気通信政策に含まれる多くの概念と同様に、ユニ
バーサルサービスについての明確な基準となる定義は
存在しない。一般的には、居住地域や所得水準、その
他のサービス利用上の不利な条件にかかわらず、社会
に属するすべての人々が通信ネットワークへの最低限
のアクセスを公平かつ妥当な料金で利用できることと
して理解されている1）。ユニバーサルサービスの中核要

2009年9月、欧州委員会は、次世代アクセスネットワーク（NGA）普及に対する国家援助を導入するに当たって、
白/黒/グレーNGAを区分するためのガイドラインを公表した。
「NGA白」エリアでは、ブロードバンドネットワークに対する援助が一般に認められ、
「NGAグレー」エリアや「NGA黒」エリアでは普及が不満足であったり、
市場の失敗がある場合にのみ、援助が適用されることとなっている。
他の国々、特に既存事業者が部分的に国有化されている国の規制当局は、
これらの取り組みから多くを学ぶことができる。
EUのアプローチは、介入を最小限に抑えることを意図しており、
最小限の援助と経済費用によって目的を達成すべきであるという原則を具体化したものである。

キーワード
ユニバーサルサービス・ポリシー（universal service policy）　国家援助規則（state aid rules）　
NGN（次世代ネットワーク）　欧州連合（EU:European Union）
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素としては、以下が挙げられる。
・利用可能性：高コストの遠隔・過疎地域においても
　都市部と水準、料金、品質の通信サービスが同じで
　あること。
・低廉性：サービスの確保と利用に当たって、消費者
　に不当な負担を強いる、あるいは、その利用を困難
　にするような料金であってはならない。特に、低所
　得者、社会的弱者、障害者がこのような不利益を被っ
　てはならない。
・アクセス利便性：障害者による通信サービスへのア
　クセスを実現する。
・サービス継続性：すべての人が一定レベルのサービ
　スを所定の料金で利用でき、将来的にも同じ料金で
　サービスの利用が期待できる。

　ユニバーサルサービスに関する上記の観点は、実際
に特定の通信サービスに適用されている。ユニバーサ
ルサービスの理念を実現するために、各国政府はネッ
トワーク提供事業者に対して「ユニバーサルサービス
義務」を課すとともに、高コスト地域、低所得地域、
障害者、教育機関、医療機関及び図書館に対する最低
限のサービスレベルを定義して、その提供を促すため
のインセンティブを提供している。

B. 経済的側面
1. ネットワーク経済
　ユニバーサルサービス義務が必要となる背景には、
社会に属するすべての人々に対して通信サービスを提
供することは経済面で非効率であるとしても、公共
政策面での優れた効果を期待できるという事実があ
る。ネットワークは固定費が高く限界費用が低いため、
ネットワークの提供に要する平均費用はネットワーク
のサービス対象となるユーザー数によって大きく変動
する2）。ネットワークの普及コストは、電話回線密度、

地理的・地形的要素や、ダクトへのアクセスなどの規
制条件によって大幅に異なってくる3）。 遠隔地域や過
疎地域または低所得地域の住民にサービスを提供する
ための平均費用は、対象住民へのサービス提供による
利益を上回る場合が多く、このような地域でのネット
ワーク整備やサービスの提供は事業者にとって不採算
事業となる。
　そのため、このような地域やコミュニティーの住民
がネットワークへのアクセスから疎外される事態が発
生する。これについては図表1を参照されたい。この
図で、ネットワークへの参加が限界値（n1）を下回る
場合には、ネットワークを維持するための補助金が必
要になる。限界費用と限界効用が等しくなる民間事業
最適値（n2）を超えてネットワークを拡大するには、
ユニバーサルサービス・ポリシーが必要となる。同様
に、一定の極大点（n3）を超える場合にも、ネットワー
クを維持するための補助金が不可欠となる4） 。つまり、
ユニバーサルサービスを提供するには、採算地域から
不採算地域への補助金の支出が不可欠となる。
　また、ユニバーサルサービスの提供は、ラムゼイ-
ボワトー価格設定原則に逆行する限りで、経済効率に
悪影響を及ぼす可能性がある。ラムゼイ-ボワトー価
格設定は、需要の価格弾力性が最小のサービスでは料
金の利幅を最大とし、その逆の場合には利幅を最小と
することが最適な選択であるという原則に基づいてい
る。しかし、従来のユニバーサルサービスはこの原則
とは逆に、需要弾力性が最小となることが想定される
サービス（基本的な音声サービス）を対象として、料
金に下方圧力をかけて利幅を引き下げる。

2. コスト回収と移転支出
　定義に従うと、ユニバーサルサービス義務は伝統的
な市場メカニズムにはなじまないため、必要な補助金
の財源を外部に確保する必要があり、例えば、以下の
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ような財源確保メカニズムが考えられる。
・直接賦課：電子通信サービスの利用者全員から（請
　求書に直接記載される固定額など）。
・間接賦課：電子通信サービスの利用者から。電子通
　信サービス提供事業者にこの費用を課し、当該提供
　事業者が顧客にその費用を転嫁する手法。アメリカ
　とフランスではこの手法が採用されている。
・間接回収：既存電気通信事業者が提供するユニバー
　サルサービスの費用を、規制されたアクセス料金や
　相互接続料金から回収する。この場合、ユニバーサ
　ルサービスの提供費用は、当該電気通信事業者のサ
　ービス提供費用の一部として処理される。これは欧

　州で広く採用されている手法である。
・資金調達：民営化や無線周波数ライセンス料金を財
　源とする。
・ 政府財源：一般課税収入を財源とする。

　ユニバーサルサービスは必ずしも無料で提供される
ものではない。明確な財源調達が適切である場合には、
サービスの提供に要する純費用、すなわちサービス提
供事業者がサービスの提供を通じて直接的または間接
的に生み出す収益を差し引いた費用のみをまかなわな
ければならない5）。

Average Cost
（平均費用）

Utility
（効用）

Network Size
（ネットワーク規模）

Growth by external subsidy
（外部補助金による成長）

Self-sustained growth
（自己資金による成長）

Entitlement growth(directed growth)
（資格による成長〈有効成長〉）

Growth by external subsidy
（外部補助金による成長）

Exit Point
（極大点）

!"
Private Optimum

（私的最適値）

!#
Critical Mass

（限界値）

!$
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e
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値
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図表1 ネットワーク拡大モデルと分析

出典：Noam, E.著
「ネットワーク内のネットワーク相互接続

（Interconnecting the Network of Networks）」
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3. 競争事業者参入の影響
　ユニバーサルサービス義務の履行においてアクセス
提供サービスの採算地域から不採算地域への相互補助
が必要になるということは、利用者の回線料金の地理
的平均化が必要になることを意味している。新規参入
事業者は一般的に、料金が費用を上回る地域でのサー
ビス提供を目指す。一方、既存事業者は、料金と費用
の格差を縮めるべく料金のリバランスを目指すが、こ
のことが新規参入事業者との競争において不利となる
可能性がある。つまり、競争と規制によって料金と費
用との格差が縮小し、このような相互補助の維持が困
難になりつつある。ユニバーサルサービスの提供は
（実行方法によっては）競争事業者参入を疎外する可
能性がある。既存事業者に対する補助金は、特に電話
回線密度が低い地域において、競合企業の参入障壁を
高める結果となり得る。既存事業者に対するプライス
キャップの適用によって、新規参入事業者が採算性を
確保するための競争上の「傘」を押し下げる可能性が
ある。このような要因により、最も採算性が高い地域
に既存事業者の力が集中するとともに、その結果とし
て採算性が低い地域に充当できる内部補助金が減少す
るという2段階の影響が発生する可能性がある。

C.ポリシーの目的
1. 市民参加
　こうした経済面での非効率性が指摘されているとは
いえ、大部分の先進諸国がユニバーサルサービス・ポ
リシーを推進している。これは、このポリシーが社会
面で優れた効果を発揮するためである。通信サービス
へのアクセスにおける格差は、しばしば「デジタルディ
バイド」という脚色された言葉で表される。通信ネッ
トワークへの接続は「社会的な疎外」を防ぎ、すべて
の人の社会参加を実現する上で不可欠なことである。
社会参加は、公共サービスや緊急サービスの利用の実

現にとどまらず、アフィニティ・グループとのネット
ワーク形成や、娯楽、教育、専門領域深耕へと広がっ
ている6）。通信サービス（及び拡大傾向にあるインター
ネットによる通信）は、民主的な制度、メディアの多
元性、政治参加の維持や実現において重要な要素であ
る。これらの要素は、低所得者や遠隔・過疎地域の住民、
障害者などの不利な条件を抱えた人々が、通信サービ
スの便益を享受できるという意味で特に重要である。
このようなアクセスを可能にすることが、富裕層と貧
困層、あるいは地方と都市部のコミュニティー間に存
在する格差の平準化に寄与すると考えられる。
　このような社会集団の多くはその他の公共サービス
の利用者でもあるため、これらの人々を取り込むこと
によって、そうしたその他の公共サービスに対するニー
ズを抑制できる可能性もあり、この点が、ユニバーサ
ルサービスの財源確保を後押しする理由となっている。

２. 経済成長
　市民参加の推進と同様、各国政府は経済全体におけ
る間接的なメリットの実現を目指してユニバーサル
サービス・ポリシーを推進している。例えば、通信ネッ
トワークに新たな加入者が加わると、既存加入者は、
1）新規加入者へコンタクト（いわゆるネットワークの
外部性）したり、2）新規加入者からの電話を受信する
（通話の外部性）といった便益を獲得できる。潜在的
な新規顧客はこうした効果を考慮しないため、ネット
ワークへの加入によって効率性を得られるにもかかわ
らず、ネットワークへの接続や通話を行わない場合も
ある。
　このような外部性の存在を考慮すると、通信サービ
スの利用は経済全体に広範な効果を及ぼす可能性があ
る。これらの効果としては、生産性の向上、経済成長
の促進、地方開発の推進、世界規模での国の競争力強
化、生活水準の向上などが挙げられる。また、低コスト
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の通信によって、在宅勤務の推進による温室効果ガス
の削減や通勤に起因する混雑費用の低減が実現される
可能性もある。さらには、競争や改革の推進、外部から
の衝撃に対する適応力の強化（インフルエンザ蔓延時
の在宅勤務など）によって、より高度なサプライチェー
ン管理を通じた経済的耐性の強化も期待できる7）。こ
うした効果を数量化、数値化することは困難だが、多
大な価値が見込まれる8）。
　ユニバーサルサービスは、経済全体に対する通信イ
ンフラの便益の実現において非常に重要な役割を果た
す。電気通信インフラへの投資とマクロ経済産出量と
の間には重要な正の因果関係が存在するが、通信によ
る相加効果はインフラの整備がクリティカルマスに達
して初めて顕在化する9）。

　III. EUにおけるユニバーサルサービス

　EUの電子通信政策に対する現行の規制は、欧州議
会と欧州理事会が2002年に公布した五つの指令にまと
められている。これらの指令では、統一的なアプロー
チが定められている一方で、各国の国内市場の違いが
適切に正当化する場合、国内法化での違いを許容して
いる。これらの指令は、2003年7月を期限として各国
の国内法への反映及び施行が義務付けられていたが、
一部の国では実施までに時間を要した。

A. ユニバーサル指令
　ユニバーサルサービス指令は、EUレベルでのユニ
バーサルサービス義務を定めたものである10）。ユニ
バーサルサービス指令の関連セクションでは、各加盟
国に、少なくとも一つの事業者がその国内の各地域に
おいて「固定地点において公に利用可能な電話サービ
スへのアクセス」に対するすべての合理的なニーズを
満たすよう義務付けている11）。この「固定地点」という

言葉に留意が必要で、つまり、携帯電話サービスには
言及されていないものの、加盟国が携帯電話サービス
によってこの義務を満たすことを禁止する規定は存在
しない12）。
　ユニバーサルサービスの定義によれば、公衆電話
ネットワークへの接続は、「大多数の加入者が利用す
る現行の技術と技術的実現可能性を考慮して、機能的
なインターネットアクセスを可能にする十分なデータ
伝送速度でのデータ通信」を実現する必要がある。こ
の義務は、56 kbpsの公称容量を備えた単独のナロー
バンド音声チャンネルを想定したものである13）。ブ
ロードバンド・インターネットアクセスは、ユニバー
サルサービス指令に明確に含まれていないが、当指令
はユニバーサルサービス範囲の定期的な見直しを求
めている14）。当指令では、欧州委員会に対し、関連す
る社会、市場及び技術の発展について検証を義務付
けている他、ユニバーサルサービス範囲の変更基準を
定めている。例えば、特定のサービスが大多数の消費
者に提供され利用されている一方で、少数の消費者に
は提供されず利用されていない場合は、社会的な疎外
につながる可能性があるため、これらのサービスをユ
ニバーサルサービスの定義に含めることができる。同
様に、特定のサービスが提供され、その利用を通じて
すべての消費者が一般的な便益を享受することができ
るにもかかわらず、通常の商業的環境の下でこうした
サービスが一般の人々に提供されていない場合には、
公的介入が認められる15）。
　加盟国は、事実上費用を下回る料金でユニバーサル
サービスを提供する事業者に対して補助金を支給する
ことができる16）。この補助金の財源には、一般税収入
またはすべてのサービス提供事業者から収集する基金
から充当することができる。現在、補助金を支出して
いる加盟国はごく一部で、フランス、スペイン及びイ
タリアのみである。
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　最後に、2009年にユニバーサルサービス指令が改正
され、各国の規制機関に対して品質の不合理な低下を
防止するためにサービス品質の最低基準を設定する権
限が付与された。これらの修正の一つは、ブロードバ
ンドアクセスの普及を促進するために機能としてのイ
ンターネットアクセスの定義修正で、同定義はもはや
最低56 kbpsではなくなった。これらの改正により、
消費者に対するすべての制限事項に関する十分な情報
提供が義務付けられ、ネットワークオペレーターがコ
ンテンツ、サービス、アプリケーションへのアクセス
に対して新たな制限を設ける場合には、消費者に対し
て違約金なしで提供事業者を変更する権利が付与された。

B. 認可指令
　認可指令は、ライセンスの付与が参入障壁となる可
能性があることを認めている17）。そのため、当指令で
は認可に必要な最大限の情報が定められている。また
当指令は、加盟国の規制機関に対し認可申請に対する
迅速な回答を義務付けている。規制機関が迅速に回答
しなかった場合、認可申請を行った企業はライセンス
が付与されたものとしてサービスを提供することがで
きる。さらに、当指令では、1）番号が申請された場合、
2）無線周波数が申請された場合、3）そのいずれの申
請もない場合のそれぞれにおいて、事業者に課すこと
のできる最大限の義務が定められている。また、番号
の申請に対する規制機関の最長回答期限も定めている
が、これはしばしば実行可能でない。
　当指令により、すべての電子通信サービスまたは
ネットワークの提供事業者は、ユニバーサルサービス
提供事業者としての申請を行うことが可能となる18）。
しかし、実際のところ、ほとんどのプロバイダーが申
請を行っていない。これは、ユニバーサルサービスの
提供には様々な費用がかかる上、ユニバーサルサービ
スへの資金援助が明確に定められていないことから利

益が少ないためである。また、技術的中立性の原則に
関連して、当指令によってVoIPベースのサービス提
供事業者が音声のユニバーサルサービス提供事業者と
なることも認められている。

C. ユニバーサルサービスとNGN
　現在、通信ネットワークがマルチサービスのIPベー
スのNGNへ移行している中、ユニバーサルサービス・
ポリシーに関する様々な問題が浮上している。移行
における重要な特徴の一つが、ネットワークからの
サービスの分離である。これは、ネットワーク・オペ
レーター以外のサービス提供事業者が、すべてのサー
ビス（音声、データ、ビデオ）をネットワーク経由で
提供できるようになることを意味している。これによ
り、ユニバーサルサービスの主な対象を音声サービス
に限定し、その基盤となるブロードバンドネットワー
クへのアクセスと切り離すべきかどうかという問題が
出てくる。また、具体的にどのサービスを義務付ける
べきかという点も問題となる。ユニバーサルサービス
義務は従来、電話音声サービス（及び、ユニバーサル
サービス指令に規定される公衆電話などの関連サービ
ス）を主な対象としていた。IPネットワークにおいて
は、提供費用が高くなるのはネットワークアクセスで、
いったんアクセスが整備されると音声サービスは提供
費用が低くなる。
　同様に、有線ネットワークと無線ネットワークのコ
スト構造と代替性の違いにより、ユニバーサルサービ
ス義務に付随する相互補助への制約が拡大する。また、
モバイルブロードバンドでもユニバーサルサービスに
関連する様々な問題が発生する。まず、固定ブロード
バンドの代替と考えた場合に、モバイルブロードバン
ドが十分な速度を備えているか、あるいは低廉な料金
で妥当な速度を提供できるかという問題が出てくる。
この問題は、モバイルブロードバンドの速度がユー
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ザーのネットワーク資源確保状況によって大きく変化
する（これが、電気通信回線密度が低い地域において
モバイルブロードバンドがより適している理由の一つ
でもある）ことから、更に複雑化してくる。ブロード
バンドアクセスの提供費用は、電話回線密度だけでな
く地形によっても、国内の地域ごとに大きく変動する。
遠隔地域における既存の有線インフラ（電話またはケー
ブル）の有無によって、有線ブロードバンドにかかる費
用は大幅に異なる。これは、2004年と2007年にEUに加
盟した12カ国の多くで浮上している重要な問題である。
　また他にも、NGN移行に関連するユニバーサルサー
ビス・ポリシーの問題として、現在の銅線ベースのブ
ロードバンド技術のみが使用され、長期的には多くの
メリットを期待できるファイバーベースのアクセス技
術への移行が遅れる可能性があるという問題も挙げら
れる。こうした問題があるものの、フィンランド、イ
ギリス及びスイス19）は、ユニバーサルサービス義務に
「ブロードバンド」サービスを組み込むことを計画し
ている。これらの国々では最小帯域幅を指定しており、
現在は2 Mbps以下となっている。
　ユニバーサルサービスとブロードバンドの問題は欧
州委員会の議題としても取り上げられている。2008年、
欧州委員会は欧州経済復興計画を採択した。これは、
2010年までにすべての住民に対して100%の高速イン
ターネットカバー率を達成することを主な目標の一つ
とするものである20）。また欧州委員会は、欧州農村開
発基金に充てる10億2000万ユーロの一部を、遠隔地
域でのインターネットへのアクセスを実現するための
ブロードバンドインフラ整備に割り当てる決定を行っ
た21）。更に本論文作成時に、欧州委員会は、基本的な
電気通信サービスをすべてのEU住民に利用可能とす
るための最適なアプローチを検討するための協議を開
始した。この協議は2010年5月までに終了する予定で、
1）ユニバーサルサービスの現在の定義の妥当性、2）

全EU住民に対するブロードバンドの提供をユニバー
サルサービスに含めるべきかどうか、3）EU全体での
統一的な対応と国別の柔軟な対応の適切なバランス、
4）ユニバーサルサービスへの資金提供に向けた適切
なメカニズムに関して意見を求めている22）。

　IV. EUにおける国家援助規則

A. 国家援助規則一般
　欧州共同体設立条約では、国家援助を規定する規則
が定められている。当規則では、「形式のいかんを問
わず、加盟国による援助あるいは加盟国の資金を用い
た援助で、特定の事業体または特定の商品の生産を優
遇することによって競争をゆがめる、あるいはゆがめ
る恐れがあるものは、加盟国間の取引に影響を及ぼす
限りにおいて、共同市場に不適合である」と定められ
ている23）。具体的には、以下の性質を持つものが国家
援助として定義されている。
・国の資金源によるもの。
・企業に対して経済的な特典を付与する。
・選択的で、競争をゆがめる、あるいはゆがめる恐れが
  ある。
・EU域内の取引に影響を及ぼす。

　補助金、税金還付など、財政面での優遇策も国家援
助に含まれる。企業の国有化自体は国家援助には当た
らないが、一般投資家による資本参加または出資が十
分な採算性に見合ったものではない場合は国家援助と
見なす24）。 
　欧州委員会は、国家援助が共通の利益を拡大し、市
場の失敗を是正するものであることを認めている25）。
しかし、市場が効率的に機能する結果を重視し、欧州
委員会規則においては国家援助が市場のイニシアティ
ブを阻害しないよう求めている26）。
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B. 国家援助とブロードバンド
　2009年9月、欧州委員会は「ブロードバンド・ネット
ワークの迅速な普及に係る国家援助規則の適用に関す
るガイドライン」26）を発表した 。当ガイドラインにおい
て欧州委員会は、ブロードバンドインフラの整備、運営、
アクセスの確保など、ブロードバンドの普及をサポー
トするための国家援助について検証している。ネット
ワークへの投資に対して国家援助を直接行う場合には、
特定のプロジェクトに対する援助額を最小限に抑える
ために、公開入札の実施を義務付けている。
　また、欧州委員会が定めたガイドラインでは、NGA
地域を白、黒、グレーに分類し、NGA普及に対する
国家援助に関する指針を定めている（図表2を参照）。
「NGA白」エリアとは、NGAネットワークが存在せず
近い将来にも民間企業による整備が見込まれていない
地域である。「NGAグレー」エリアは、一つのNGAネッ
トワークが整備されている、あるいは3年以内にその
整備が見込まれている地域である。「NGA黒」エリア
は、複数のNGAネットワークが存在する、あるいは3
年以内にその整備が見込まれている地域である。
　NGA白エリアについて、欧州委員会は、EUの法律
に基づき、ブロードバンドネットワークの整備支援に
向けた国家援助が一般的に認められるとしている。こ
れに対し、NGA黒エリアについては、国が追加の公

的資金で競合するNGAネットワークの整備を支援す
ることは競争をゆがめる可能性が高いため、国家援助
規則に反するとしている。ただし、市場に重大な失敗
がある場合は例外としている。NGAグレーエリアに
ついて、当ガイドラインでは「加盟国はまず、既存ま
たは計画されているNGAネットワークが当該地域の
住民やビジネスユーザーのニーズを十分に満たしてい
ない、あるいは満たさないと考えられることを実証し
た上で、さらに、明記した目標を達成する上で競争を
ほとんどゆがめない手段（事前規制など）があること
を具体的に示す必要がある」と規定している27）。

　V. 結論

　多くの国が通信ネットワークに対するユニバーサル
サービス・ポリシーを推進している。これは、公共政
策面での目標達成や経済全体の成長という観点におけ
る便益が、ポリシー適用による経済的非効率性を上回
ると見られるためである。
　これまで、ユニバーサルサービス・ポリシーは伝統
的な音声電気通信ネットワークに適用されてきた。し
かし現在、先進諸国は、伝統的な音声電気通信ネット
ワークの重要性が低下していることやNGNの導入が
拡大していることを踏まえ、ブロードバンド・ネット
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白

グレー

黒

民間企業によるNGAが存在しない

3年以内に一つの民間NGA整備

3年以内に複数の民間NGA整備

法律に基づく国家援助を認める

NGAネットワークが不十分な場合にのみ国家援助を認める

市場の失敗が認められない限り、国家援助は認められない

NGA NGA有無 国家援助

図表2 国家援助のカテゴリー

出典：K. Carter
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ワークへのユニバーサルサービス・ポリシーの適用の
可否とその方策について検討し始めている。ブロード
バンドとNGNは同義ではないことは確かだが、どち
らに対してもユニバーサルサービスの定義の拡大とい
う同じ問題が浮上している。
　EUでは現在、これらの問題の解決に向けた取り組
みが進められており、多くの加盟国がブロードバンド
へのユニバーサルサービスの適用方法と資金調達の手
段を模索している。他の国々、特に既存事業者が部分
的に国有化されている国の規制当局は、これらの取り
組みから多くを学ぶことができる。EUにおけるアプ
ローチは、民間投資を阻害することなく、こうした社
会的目標の達成に向けた国家援助の在り方を規定する
ものでもある。国家援助には認可条件に関する詳細な
分析が求められることを踏まえると、援助の対象に注
意を払っていく必要がある。また、企業の国営化とい
う形で国家援助を行う場合には、利益の多くを占める
ネットワーク部分の所有に絞るのが望ましいケースも
ある。例えば、線路敷設基盤の公有化が十分に進み、
民間企業が不採算地域にブロードバンドを整備するの
に十分なNGN投資を行えるようになれば、その段階で
国家援助を打ち切るのが望ましいケースも出てくる。
　EUのアプローチは、介入を最小限に抑えることを
意図しており、最小限の援助と経済費用によって目的

を達成するべきであるという原則を具体化したもので
ある。　　　　
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